
第８回 近江八幡市空家等対策審議会 次 第 

 

  

                  日 時 令和８年１月 15 日(木) 15 時 00 分～ 

                  場 所 近江八幡市役所４階 第２委員会室 

 

 

１ 開  会                         〈15：00～15：05〉 

 

 

２ あいさつ                         〈15：05～15：10〉 

 

 

３ 諮問事項 

⑴ 管理不全空家等の判定について                〈15：10～15：30〉 

 

 

４ 協議事項 

⑵ 第２次空家等対策計画の現状と第３次計画に向けた課題整理について      

                             〈15：30～16：00〉 

〈   休憩   〉 

 

⑶ 令和８年度近江八幡市空き家対策総合実施計画について    〈16：05～16：20〉 

                              

 

⑷ 特定空家等・管理不全空家等の判定方法について          〈16：20～16：50〉 

  

 

５ そ の 他                         〈16：50～16：55〉 

 

 

６ 閉  会 

 

 

                                         

【配布資料】 

資料１ … 委員名簿 

 資料２ … 諮問書 

 資料３ … 管理不全空家等候補 

 資料４ … 第２次空家等対策計画の現状と第３次計画に向けた課題整理について 

 資料５ … 令和８年度近江八幡市空き家対策総合実施計画（案） 

 資料６ … 特定空家等・管理不全空家等の判定方法について 
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第2次空家等対策計画の現状と
第3次計画に向けた課題整理について

2026.1.15 近江八幡市 都市整備部 住宅施策推進室
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目次 ①現計画の分析 ② 課題
③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画 ④ 今後のスケジュール案 ⑤ 第3次計画に向けた

方向性

① 現計画の分析（第2次空家等対策計画）

②

③

④

⑤

課題

空家等実態調査の現況と今後の計画

今後のスケジュール案（第3次計画策定まで）

第3次計画に向けた方向性
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目次 ①現計画の分析
② 課題

③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画 ④ 今後のスケジュール案 ⑤ 第3次計画に向けた

方向性

① 現計画の分析（第2次空家等対策計画）

②

③

④

⑤

課題

空家等実態調査の現況と今後の計画

今後のスケジュール案（第3次計画策定まで）

第3次計画に向けた方向性
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目次 ①現計画の分析
② 課題

③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画 ④ 今後のスケジュール案 ⑤ 第3次計画に向けた

方向性

■計画期間
令和4年8月から令和9年8月までの5年間。
■策定の背景
空家等対策の推進に関する特別特措法の全面施行（平成27年）以降、
近江八幡市は空家等の対策をに取り組んできたが、人口減少や高齢
化の進行、生活様式の変化により、空家等の発生・増加が引き続き
懸念されている。このため、第1次計画を見直し、総合的な空家等対
策の推進のため、第2次計画として策定。
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目次 ①現計画の分析
② 課題

③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画 ④ 今後のスケジュール案 ⑤ 第3次計画に向けた

方向性

■基本方針

3）空家や特定空家等の増加の予防
•空家の増加予防に繋がる施策、空家の所有
者等への管理責任の啓発。

2）空家や跡地の活用促進
•所有者等の意向確認、空家等の活用検討・情報発信による空家市場の活性化。

1）安全で安心な生活環境の確保
•特定空家等による生活環境への悪影響がないまちを目指す。
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目次 ①現計画の分析
② 課題

③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画 ④ 今後のスケジュール案 ⑤ 第3次計画に向けた

方向性

■主な取組内容

１）空家の所有者等か
らの相談

• 管理・解体・活用に関す
る相談対応。

•協力事業者の紹介。

２）空家等の調査・情
報把握

•通報案件等の調査。
•定期パトロール、状況等
の把握。

３）所有者等による空
家等の適切な管理の促
進

•所有者へ訪問や文書によ
る適正管理依頼。

•広報誌や情報誌等を活用
した啓発。

４）空家等及び跡地の
活用促進

•空家バンク制度。
•財産管理人制度の活用。

５）特定空家等に対す
る措置

•特定空家等の所有者への
指導、勧告。

•自主的対応を促すための
折衝。
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目次 ③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画 ④ 今後のスケジュール案 ⑤ 第3次計画に向けた

方向性
①現計画の分析

② 課題

① 現計画の分析（第2次空家等対策計画）

②

③

④

⑤

課題

空家等実態調査の現況と今後の計画

今後のスケジュール案（第3次計画策定まで）

第3次計画に向けた方向性
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目次 ③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画 ④ 今後のスケジュール案 ⑤ 第3次計画に向けた

方向性
①現計画の分析

② 課題

■課題

1. 発生予防の取組不足

• 発生予防（相続・高齢化
対応等）の取組が限定的。

• 相続発生時や所有者の高
齢化段階での早期介入が
不足。

2. 制度面での未整備

• 前回計画策定時（第2次
計画）には「管理不全空
家等」の概念がなく、現
状の法制度に沿った対応
体系が未整備であった。

3. 相談・支援体制の不足

• 伴走型の相談体制が未整
備。

• 初期相談から解決まで継
続的に支援できていない。
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目次 ③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画 ④ 今後のスケジュール案 ⑤ 第3次計画に向けた

方向性
①現計画の分析

② 課題

■課題

4. 成功事例の共有不足
•利活用や除却の好事例が計画
や施策に十分反映されておら
ず、市⺠への周知も限定的。

5. 効果検証の難しさ
•成果を測定するための具体的
なKPI設定がなく、効果検証
が困難。

•空家は増加傾向にあるため、
減少目標などの数値設定が難
しく、効果検証の指標づくり
が課題。

6. データ精度の課題
•住宅・土地統計調査との乖離
が大きく、過去の調査から空
家数が相当増加している。

•市に寄せられる相談・苦情の
ある空家は、多くが既に進行
した状態であり、通報がない
段階で空家化しているケース
を把握できていない。

正確な実態を把握し、第3次計画の基礎とするための調査が必要となっている。
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目次 ④ 今後のスケジュール案 ⑤ 第3次計画に向けた
方向性

①現計画の分析 ② 課題

① 現計画の分析（第2次空家等対策計画）

②

③

④

⑤

課題

空家等実態調査の現況と今後の計画

今後のスケジュール案（第3次計画策定まで）

第3次計画に向けた方向性

③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画
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目次 ④ 今後のスケジュール案 ⑤ 第3次計画に向けた
方向性

①現計画の分析 ② 課題
③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画

■市調査と住宅・土地統計調査（国）
住宅・土地統計調査（国）市調査

住宅・居住実態と不動産保有状況を地域
別の把握

空家の傾向と対策が必要な危険な空
家の把握目的

5年毎（H30、R5)H29、R4調査頻度

全国20万調査区の標本調査
※1調査単位区当たり17住⼾

水道閉栓情報
自治会調査（危険な空家と気がかり
な空家）

調査方法

住宅及び住宅以外で人が居住する建物住宅のみ（⼾建て）対象
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目次 ④ 今後のスケジュール案 ⑤ 第3次計画に向けた
方向性

①現計画の分析 ② 課題
③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画

■市調査と住宅・土地統計調査（国）の空家数の乖離

516 481

1,910 

2,620 

H29 〜H30 R4 〜R5

市調査 住宅・土地統計調査（国） ※賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家

・市調査で把握しきれていない軽度の管理不全や初期段階の空家が相当数存在する可能性
がある。
・通報がない段階で空家化しているケースを把握するためには、調査手法の見直しが必要。

約4〜5倍の乖離
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目次 ④ 今後のスケジュール案 ⑤ 第3次計画に向けた
方向性

①現計画の分析 ② 課題
③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画

■対応方針
令和7年度（2025年度）
自治会を対象とした基礎調査

• 令和7年10月末を期限とした全自
治会対象の空家調査を実施。

• 住宅地図への着色による調査形式。
• 留守宅を含む。
• ※自治会ごとに調査精度にばらつ

きがある可能性あり。

令和8年度（2026年度）
市全域の悉皆調査

• 前年度の基礎調査をもとにした悉
皆調査。

• ランク付けと利活用可能性の評価
も実施。

• 空家所有者を対象としたアンケー
ト調査も実施予定。

・通報の有無にかかわらず、留守宅等を含めて空家化しているケースを網羅的に把握する。
・空家所有者を対象としたアンケート調査をもとに、利活用を後押し。
・調査結果は、第3次空家等対策計画の策定における基礎データとして活用。
・（仮）空家データベースシステムへの情報をアップし、クラウド上で管理を行う。
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目次 ⑤ 第3次計画に向けた
方向性

①現計画の分析 ② 課題

① 現計画の分析（第2次空家等対策計画）

②

③

④

⑤

課題

空家等実態調査の現況と今後の計画

今後のスケジュール案（第3次計画策定まで）

第3次計画に向けた方向性

③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画

④ 今後のスケジュール案
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目次 ⑤ 第3次計画に向けた
方向性

①現計画の分析 ② 課題 ③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画

④ 今後のスケジュール案

■今後のスケジュール案

令和7年11月〜
令和8年3月

•自治会対象調査
の集計

•全数調査の発注
準備

令和8年4月〜
12月

•全数調査の実施
•第3次計画基本方
針の決定

令和8年度後半

•全数調査の分析
•第3次計画骨子案
作成

令和9年度前半

•第3次計画案作成
•パブリックコメ
ント

令和9年8月

•第3次空家等対策
計画の策定・公表

•新計画に基づく施
策展開

・基本方針や骨子案、第3次計画案など、重要な節目において、随時審議
会の意見を取り入れながら策定を進める。

近江八幡市空家等対策審議会
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目次 ①現計画の分析 ② 課題

① 現計画の分析（第2次空家等対策計画）

②

③

④

⑤

課題

空家等実態調査の現況と今後の計画

今後のスケジュール案（第3次計画策定まで）

第3次計画に向けた方向性

③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画

④ 今後のスケジュール案
⑤ 第3次計画に向けた
方向性
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目次 ①現計画の分析 ② 課題 ③ 空家等実態調査の
現況と今後の計画

④ 今後のスケジュール案
⑤ 第3次計画に向けた
方向性

■第3次計画に向けた方向性

• 「空家をつくらない」
• 相続・終活の段階で気づきを促す啓

発
• ワンストップなど相談しやすい窓口

体制の整備

予防

• 「活かせる空家は、まちに戻す」
• 通報がない物件も含めて流通促進
• 伴走型の相談対応で市場での利活用を後

押し

流通促進
• 「活かせない空家は、適切に片づける」
• 管理不全空家等や特定空家等を重点的に対応
• 苦情や相談から解決までの期間を短縮し、市

⺠の実感につなげる
• 残すべき価値のある空家は、個別に保存・活

用を検討 対応

・第2次計画を踏襲しつつ、予防、流通促進に重点を。次回以降の審議会で基本方針、KPIの考え方等を提示予定。

重点的な対応
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1  

R８.１.15 第８回近江八幡市空家等対策審議会  

                   【協議事項】 

 

令和８年度近江八幡市空き家対策総合実施計画について 

  

【趣旨】  

令和８年度における特定空家等除却支援事業補助金、空家等実態調査、及び財産管理人の

選任申請にかかる予納金の財源として、国土交通省の「空き家対策総合支援事業補助金」の

申請を予定している。 

この申請に際し、国へ提出が求められる「空き家対策総合実施計画」については、当該補

助金の制度要綱（下記参照）に基づき、市内で空き家対策に取り組む民間事業者等を構成員

とする協議会等と連携して策定・提出することとされている。 

よって、別記様式第２「近江八幡市空き家対策総合実施計画（案）」（次ページ参照）につ

いて、当審議会に報告し、意見を求めるものである。 

   

【参考】住宅市街地総合整備事業制度要綱（抄）  

（最終改正 令和７年３月 31 日 国住市第 104 号）  

  

第 25 空き家対策総合支援事業  

１ 施行者及び補助事業者は、空き家対策総合支援事業を実施することができる。  

２ 空き家対策総合実施計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただ

し、空家等対策計画と重複した内容の記載がある事項については、定めることを

要しない。  

一 計画の実施地区の区域  

二 基本的方針  

三 空き家の活用と除却に関する事項  

四 他の空き家対策に関する事項  

五 その他必要な事項  

３ 空き家対策総合実施計画は、次の各号に掲げるところに従って定めなければなら

ない。ただし、第７項第二号ヲに規定する実態把握を除く。  

一 空家等対策計画に基づくこと。  

二 実施地区は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号。

以下「空家法」という。）第７条第２項第１号に規定する空家等対策計画に定め

る地区に含まれること。  

三 市区町村が策定する分野横断的な総合的計画に位置付けられること。 

四 実施地区内において空き家対策に取組む民間事業者等を構成員とする協議会等
（※）の意見を踏まえるなど協議会等と連携して策定すること。 

（以下、略） 

  

（※）当市において設置している会議体で該当するのは当審議会のみ  
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別記様式第２   

 

近江八幡市空き家対策総合実施計画(案) 
  

１．計画の実施地区の区域  

(1) 実施地区の区域  

所在地：近江八幡市全域        面積：17,745ha(うち琵琶湖 7,603ha)  

 

２．基本的方針  

(1) 実施地区の概要  

 近江八幡市では、令和５年の住宅・土地統計調査によると、住宅総数 36,460 戸に

対し、空き家数は 3,880 戸と推計されており、空き家率は 10.64％となっている。    

また、令和８年度には市内の空き家全数についての実態調査を委託する予定であ

り、これに先立ち令和７年度に市が基礎調査として独自に実施した自治会調査では、

令和７年 10 月末現在、約 1,300 件の空き家を把握している。 

 

(2) 実施地区の課題  

 適切な管理が行われていない空き家等は、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼすた

め、こうした空き家等の発生要因に対しては、住まいの各段階に応じた対策が求めら

れる。今後も、既存住宅の老朽化や少子高齢化の進行に伴い、空き家等の増加が予想

されることから、空き家等の流通・活用の促進に加え、所有者等への啓発によって適

切な管理を促すとともに、管理不全な空き家等への指導体制の強化が必要である。加

えて、所有者等が抱える課題に寄り添う伴走支援や相談窓口の整備も課題である。  

 

(3) 実施地区の整備の方針  

 現在、近江八幡市では、空家等対策の推進に関する特別措置法第６条に基づき、

「近江八幡市空家等対策計画」（以下「対策計画」という）を策定している。この対

策計画に基づき、管理不全により老朽化が著しい空き家等については、安全で安心な

生活環境の確保のため、解消を進める。また、利活用が可能な空き家等については、

市場への流通促進を図るとともに、空き家等の増加を予防するための啓発にも取り組

む。  

     

(4) 空き家対策総合実施計画の目標   

 特定空家等の除却数  １棟（令和８年度） 

 空家住宅等の実態把握    （令和８年度）  

 

(5) 連携した協議会等の概要 

 名称：近江八幡市空家等対策審議会   

代表者：会長 

     主な構成員：法律、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験を有する者、 

その他市長が必要と認める者 
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３．空き家の活用と除却に関する事項  

(1) 空き家対策基本事業に関する事項 

事業

手法 施行者 事業対象 
活用用途又は跡地

の活用 棟数 
事業実施予定

時期 

活用 － － － － － 

除却 

※１ 
所有者等 特定空家等 定めなし １ R8.4～R9.3 

実態 

把握 

※２ 

近江八幡市 空家住宅等 － － R8.4～R9.3 

※１ 特定空家等の所有者等に対し、解体費用を補助する。  

※２ 空家等実態調査を実施し、その調査結果を次期対策計画に反映させる。 

 

(2) 除却後の跡地の計画的利用に係る周辺住民等への周知方法（制度要綱第 25 第   

７項第二号ロに関する第一号第イ a に該当する空き家住宅等の除却の場合）          

□市町村のホームページ等に掲載 □看板等によるを掲示  

□その他（                                        ） 

 

４．他の空き家対策に関する事項※   

(1) 他の空き家対策に関する事項 

・空き家対策付帯事業 

施行者 事業対象 事業内容 
事業実施予定

時期 

近江八幡市 空家住宅等 
財産管理人制度活用に係る予

納金 
R8.4～R9.3 

・空き家対策関連事業 

事業手法 施行者 
事業対象 

地区 
事業内容 

事業実施予定

時期 

該当なし     

・空き家対策促進事業 

施行者 事業対象 事業内容 
事業実施予定

時期 

該当なし    

 

(2) 空き家対策総合支援事業の補助対象以外の空き家対策に関する取組  

事業概要 施行者 事業実施予定時期 

近江八幡市空き家情報バンク 近江八幡市 R8.4～R9.3 

地域おこし協力隊の委嘱 

（空き家所有者の相談と流通促進に係る活動） 
近江八幡市 R8.4～R9.3 

空き家等対策についての周知・啓発活動 近江八幡市 R8.4～R9.3 

所有者等への助言・指導等 近江八幡市 R8.4～R9.3 

条例に基づく緊急安全措置 

（飛散、落下防止、建材等移動） 
近江八幡市 R8.4～R9.3 
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５．その他必要な事項※ 

今後、予定している対策計画の見直しに併せ、対策計画との整合性を図るとともに、  

事業の実施状況により、本計画による空き家等対策の効果を検証し、その結果を踏まえて

本計画の見直しを行う。 

 

 

（注１）空き家対策基本事業については、原則として活用と除却の両方を記入すること。 

ただし、活用と除却の実施期間は同一年度でなくてもかまわない。 

（注２）空き家対策附帯事業、空き家対策関連事業、空き家対策促進事業については、 

４(1)の該当箇所に各事業の必要事項を記入すること。 

（注３）住宅市街地総合整備事業制度要綱第 25 第 3 項第一号、第二号に掲げるもの 

のうち、空き家対策総合実施計画に関連する記述について抜粋したものを添付する 

こと。 

（注４）※の事項については該当がない場合はその旨を記入すること。 

（注５）制度要綱第 25 第２項の規定に基づき、空家等対策計画と重複した内容の記載 

がある事項については定めることを要しない。 



特定空家等・管理不全空家等の判定
方法について
近江八幡市住宅施策推進室

令和８年１月
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１．市内空家調査結果について
当室では今後、令和8年度に空家の実態調査を予定しており、令和7年度に基礎調査として市内の各自治会に空き
家の有無について、アンケート調査を実施しました。
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●自治会空家調査内容
• 期 間：令和7年6月下旬(※)〜10月31日（11月21日まで延⻑）

※市内各コミュニティセンター経由で順次配布
• 対 象：市内170自治会のうち、162自治会

8自治会は、新興住宅地または別途調査済等の理由で対象外
• 回 答 数：162自治会
• 回 答 率：100％
• 調査方法：①各自治会に住宅地図を配布

②各自治会で自治会内の空家、留守宅等を地図に着色し、当室へ提出
③当室にて提出頂いた結果を集計

• 空家件数：1,340件（管理物件や留守宅等を含めた自治会報告数）



１．市内空家調査結果について
各学区の一般世帯数に対する空家率は下記の通り。
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●市内世帯数と各学区の空家率
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八幡 島 岡山 金田 桐原 馬淵 北里 武佐 安土 老蘇

市内世帯総数：31,066世帯(※)
市内空家総数：1,340件
※令和6年版近江八幡市統計書(令和2年国勢調査結果)参照

空家率
(％)

空家数
(件)学区

3.25210八幡
13.9989島
5.19100岡山
2.41154金田
4.05279桐原
5.0256馬淵
4.3082北里
8.81126武佐
5.27182安土
7.2162老蘇
4.311,340全体

学区別世帯数と空家総数 各学区の空家率

調査した各空家については、建物の状態別で下記ランクに振り分ける様、現在調査中。
A：利用可能 , B：利用可能（要改修） , C：管理不全空家候補 , D：管理不全空家等相当 , E：特定空家等相当

学区エリアと学校施設配置
※平成31年近江八幡市学校施設⻑寿命化計画より建物の状態について



２．現状と認定の考え方について
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●空き家調査の結果と今後の見通し

●現状と認定の考え方について

今回の基礎調査では、管理された空家や⻑期の留守宅等も含めているため、前回の空き家調査結果（令和３年
度実施）と比較して、約3倍の空家件数報告を受けている。現在、報告物件の現地確認等をおこなっている段階
であるが、総数の増加により、今後、諮問対象となる特定空家や管理不全空家相当物件の急増が予想される。

上記の状況から、今後急増する特定空家等相当物件に対して、認定が追い付かなくなる可能性がある為、「近
江八幡市空家等対策の推進に関する条例第９条」(※)に則り、審査対象のうち、明らかに特定空家等相当と判断
できる建物については、市⻑が認定し、審議会で結果を報告する。

〇前回調査
判断方法：自治会調査（注視している空家）

水道の閉栓情報確認
職員の目視確認

空家総数：４８１件

〇今回調査（基礎調査）
判断方法：自治会調査（留守宅、管理物件等含）
報告総数：１,３４０件（※）

※令和8年度の空家実態調査（委託）にて増減見込

・特定空家等相当と判断された空家のうち、市⻑が
審議会諮問の必要があると認める建物。

・管理不全空家相当と判断された建物。

認定報告対象 審議会諮問対象
・当市の特定空家等判定調査票を基に、明らかに
特定空家相当と判断された空家のうち、市⻑が
認定した建物。

※市⻑は、〜中略〜必要な措置を助言し、若しくは指導し、勧告し、又は命じようとする場合において必要があると認めるときは、次条に規定する審議会の意見を聴くものとする。



３．審議会の審査について

空き家が危険な状態と判断

特定空家等認定管理不全空家等
認定

非該当
管理不全空家or
特定空家等認定

追加点

空家等の把握（相談・通報・調査）

現地確認・空家等の所有者調査

所有者（相続人）へ適正管理を依頼

管理不全空家・特定空家等の判定に係る調査

空家等対策審議会に諮問

特定空家等に対する
措置の取り組み(※)

管理不全空家に対す
る措置の取り組み

明らかに管理不全空家等・特定空家等相当と
判断できる建物については、市⻑が認定

空家等対策審議会にて報告

特定空家等に対する
措置の取り組み(※)

管理不全空家に対す
る措置の取り組み
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審議が必要な建物

・下記審査については、空家調査結果による一時的な増加への対応
であり、今後2年程度の運用を想定している。管理不全・特定空家
相当物件の件数増が落ち着き次第、従来の諮問に戻す見込み。

・特定空家等に対する措置の取り組みにおいて、所有者への「命令」
措置前には何れの案件も必ず審議会にかけることとする。

審議会の審査については「近江八幡市空家等対策の推進に関する条例第９条」に則り、以下の通りに対応する。


